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(57)【要約】
【課題】　歯科用インプラントにおいて、ネジ締結を使
用せずにアバットメントをインプラント体に固定すると
共に、セラミックス製アバットメントも適用可能にする
こと。
【解決手段】　上部に固定用穴２ａが形成されたインプ
ラント体２と、固定用穴２ａに固定されアバットメント
貫通孔３ａが形成されているアバットメント３と、アバ
ットメント３の下端部３ｂに取り付け可能なクランパ４
と、アバットメント貫通孔３ａに挿通されクランパ４内
に圧入されると共に上部がアバットメント貫通孔３ａに
嵌め込み固定可能なロックピン５とを備え、クランパ４
が、横断面多角形状の回り止め外周面４ａを有している
と共に、ロックピン５が圧入された状態で拡径可能な弾
性を有したフランジ部４ｂを有し、固定用穴２ａ内に、
回り止め外周面４ａに対応した回り止め内周面２ｄが形
成されていると共にフランジ部４ｂが嵌め込み可能なク
ランパ固定用凹部２ｅが形成されている。
【選択図】　　　図２



(2) JP 2010-46153 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯槽骨の穿孔に挿入されて固定され上部に固定用穴が開口形成されたインプラント体と
、
　前記固定用穴に挿入状態に固定され該固定用穴と同軸のアバットメント貫通孔が形成さ
れているアバットメントと、
　該アバットメントの下端部に回転規制されて取り付け可能な略筒状のクランパと、
　前記アバットメント貫通孔に挿通されかつ前記クランパ内に圧入されると共に上部が前
記アバットメント貫通孔に嵌め込み固定可能なロックピンと、を備え、
　前記クランパが、横断面多角形状の回り止め外周面を有していると共に、前記ロックピ
ンが圧入された状態で前記ロックピンの外周面に押圧されて拡径可能な弾性を有して半径
方向外方に突出したフランジ部を有し、
　前記固定用穴内に、前記回り止め外周面に対応した横断面多角形状の回り止め内周面が
形成されていると共に、拡径した前記フランジ部が嵌め込み可能なクランパ固定用凹部が
形成されていることを特徴とする歯科用インプラント。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記フランジ部に、軸方向に沿って複数のスリット部が形成されていることを特徴とす
る歯科用インプラント。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記アバットメントの下部に、先端に向けて外径が漸次小さくされたテーパー部が形成
され、
　前記固定用穴内に、前記テーパー部に沿って底部に向けて内径が漸次小さくされたテー
パー部受け面が形成されていることを特徴とする歯科用インプラント。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記ロックピンの上部に、半径方向外方に突出していると共に前記アバットメント貫通
孔に挿入された状態で半径方向外方に向けて付勢するピン弾性部が形成され、
　前記アバットメント貫通孔内の上部に、前記ピン弾性部が嵌め込み可能なピン固定用凹
部が形成されていることを特徴とする歯科用インプラント。
【請求項５】
　請求項４に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記ロックピンの上部に、取り外し用の雌ねじ穴が形成されていることを特徴とする歯
科用インプラント。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記クランパ及び前記ロックピンが、前記インプラント体及び前記アバットメントより
も高弾性な材料で形成されていることを特徴とする歯科用インプラント。
【請求項７】
　請求項６に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記クランパ及び前記ロックピンが、チタンで形成され、
　前記インプラント体及び前記アバットメントが、セラミックスで形成されていることを
特徴とする歯科用インプラント。
【請求項８】
　請求項７に記載の歯科用インプラントにおいて、
　前記インプラント体及び前記アバットメントが、ジルコニアで形成されていることを特
徴とする歯科用インプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば、永久歯の歯根欠損等の際に顎の骨に埋め込まれる歯科用インプラン
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、虫歯や破損により永久歯の歯根が失われた場合、歯槽骨の穿孔にインプラント
体が挿入されて固定される歯科用インプラントが用いられている。この歯科用インプラン
トは、従来、歯槽骨に固定されるインプラント体と、該インプラント体に螺着され人工歯
冠を装着可能なアバットメントと、で構成されている。
【０００３】
　上記アバットメントは、ネジ締結によってインプラント体に螺着されて保持されている
が、極小のネジ構造であるため、ネジ締結時に一定以上の技量を必要とすると共に、繰り
返しの使用によってネジ締結が緩んで回転方向にがたつきが生じるおそれがあった。この
ため、取り扱いに慣れた特定の歯科医等が取り付けを行わなければならないと共に、ネジ
締結のトルク管理が必要になる等、取り扱いや管理が難しいという不都合があった。
【０００４】
　これらに対して、従来、例えば特許文献１には、アバットメント自体にはネジ構造を設
けず、アバットメントを回転制限すると共にインプラント体に着座させた状態で、アバッ
トメントに挿通させたアバットメントねじで互いに締結したデンタルインプラントが提案
されている。また、このデンタルインプラントでは、アバットメントをインプラント体に
着座させる際に、アバットメントの先端に適正に着座したことを示し得るようにされたフ
ィードバック作用部が設けられている。このフィードバック作用部としては、アバットメ
ントの着座過程の間、変形しかつアバットメントが適正に着座したとき、復帰し得るよう
にされた複数の弾性指状部が設けられている。すなわち、アバットメントをインプラント
体に挿入して適正な位置に着座した際に、弾性指状部が内部ボア内に嵌って位置決めする
ことが可能である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８３５５２号公報（段落番号００３５、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来の技術には、以下の課題が残されている。
　すなわち、上記特許文献１に記載の技術では、アバットメント自体にネジ構造を設けず
、アバットメントねじによってネジ締結を行っているため、アバットメント自体にネジ構
造を設けてインプラント体に直接螺着させたものよりは、繰り返しの使用によるアバット
メントの回転方向へのがたつきは少ないが、やはりネジ締結方式を採用しているために、
少なからずネジの緩みが生じてしまうと共に、取り付け作業の困難性を有し、さらにトル
ク管理が難しいという不都合があった。
　また、従来、アバットメントの材料としては、純チタンが多く採用されているが、黒色
のチタン色が人工骨表面に映ると共に、術後に歯茎が下がった場合、アバットメントが露
出してチタン色が目立ってしまい、審美性に劣るという不都合もあった。このため、アバ
ットメントを、審美性に優れた白色のセラミックスで形成することが検討されているが、
アバットメント自体にネジ構造を設けた従来の固定方法では、非常に高硬度なジルコニア
等のセラミックスでネジ締結を行うと、ネジが破損してしまうおそれがあった。また、上
記特許文献１に記載の技術において、ネジ構造を設けていないアバットメントをセラミッ
クスで形成することも考えられるが、アバットメントに複数の弾性指状部を設ける必要が
あり、やはり高硬度で弾性が極めて低いセラミックスでは弾性指状部として機能させるこ
とが不可能であるという不都合があった。
【０００７】
　本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、ネジ締結を使用せず、容易にアバット
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メントをインプラント体に固定可能であると共に、セラミックス製アバットメントも適用
可能な歯科用インプラントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、本発明の歯科
用インプラントは、歯槽骨の穿孔に挿入されて固定され上部に固定用穴が開口形成された
インプラント体と、前記固定用穴に挿入状態に固定され該固定用穴と同軸のアバットメン
ト貫通孔が形成されているアバットメントと、該アバットメントの下端部に回転規制され
て取り付け可能な略筒状のクランパと、前記アバットメント貫通孔に挿通されかつ前記ク
ランパ内に圧入されると共に上部が前記アバットメント貫通孔に嵌め込み固定可能なロッ
クピンと、を備え、前記クランパが、横断面多角形状の回り止め外周面を有していると共
に、前記ロックピンが圧入された状態で前記ロックピンの外周面に押圧されて拡径可能な
弾性を有して半径方向外方に突出したフランジ部を有し、前記固定用穴内に、前記回り止
め外周面に対応した横断面多角形状の回り止め内周面が形成されていると共に、拡径した
前記フランジ部が嵌め込み可能なクランパ固定用凹部が形成されていることを特徴とする
。
【０００９】
　この歯科用インプラントでは、クランパが、横断面多角形状の回り止め外周面を有して
いると共に、固定用穴内に、回り止め外周面に対応した横断面多角形状の回り止め内周面
が形成されているので、アバットメントの下端部にクランパを取り付けて固定用穴に挿入
することで回り止め外周面と回り止め内周面とが嵌って軸線を中心とした回転方向への回
転が規制される。また、クランパが、ロックピンが圧入された状態でロックピンの外周面
に押圧されて拡径可能な弾性を有して半径方向外方に突出したフランジ部を有し、固定用
穴に、拡径したフランジ部が嵌め込み可能なクランパ固定用凹部が形成されているので、
ロックピンを押し込むだけでクランパのフランジ部が拡径して固定用穴のクランパ固定用
凹部に嵌め込まれ、軸方向への移動が規制される。さらに、押し込んだロックピンは、上
部がアバットメント貫通孔に嵌め込まれてアバットメントに固定される。
　したがって、ロックピンの押し込みのみでワンタッチでアバットメントをインプラント
体にロックすることができ、取り付け作業に高度な技量が不要で簡易な装着作業で済む。
また、ネジ締結を使用せず、嵌め込みによって各部材を固定すると共に位置決め及び移動
規制を行っているので、回転方向へのがたつき等の緩みが生じないと共にトルク管理等も
不要である。さらに、拡径させるために一定の弾性が必要なクランパがアバットメントと
別部材としてアバットメントの下端部に取り付け可能であるため、アバットメントをセラ
ミックス等の高硬度な材料で作製することが可能になる。
【００１０】
　また、本発明の歯科用インプラントは、前記フランジ部に、軸方向に沿って複数のスリ
ット部が形成されていることを特徴とする。すなわち、この歯科用インプラントでは、フ
ランジ部に、軸方向に沿って複数のスリット部が形成されているので、複数のスリット部
によってフランジ部の弾性が高くなり、より大きく拡径し易くなり、クランパ固定用凹部
への嵌め込み量が大きくなってさらに安定した移動規制を行うことができる。
【００１１】
　また、本発明の歯科用インプラントは、前記アバットメントの下部に、先端に向けて外
径が漸次小さくされたテーパー部が形成され、前記固定用穴内に、前記テーパー部に沿っ
て底部に向けて内径が漸次小さくされたテーパー部受け面が形成されていることを特徴と
する。すなわち、この歯科用インプラントでは、固定用穴内に、アバットメントのテーパ
ー部に沿って底部に向けて内径が漸次小さくされたテーパー部受け面が形成されているの
で、ロックピンを押し込んだ際にアバットメントが挿入方向に押し下げられてテーパー部
がテーパー部受け面に密接することで、高い密着性を得ることができる。詳しくは、ロッ
クピンが押し込められてクランパの内側が挿入方向及び半径方向外方の両方向に押された
際、拡径したフランジ部を支点にしてクランパ及びアバットメントを挿入方向に押し下げ
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る力が加わると共に、テーパー部がテーパー部受け面に対して高い密着性をもって密接す
る。
【００１２】
　また、本発明の歯科用インプラントは、前記ロックピンの上部に、半径方向外方に突出
していると共に前記アバットメント貫通孔に挿入された状態で半径方向外方に向けて付勢
するピン弾性部が形成され、前記アバットメント貫通孔内の上部に、前記ピン弾性部が嵌
め込み可能なピン固定用凹部が形成されていることを特徴とする。すなわち、この歯科用
インプラントでは、ロックピンをアバットメント貫通孔に挿入した際にアバットメント貫
通孔内の上部に形成されたピン固定用凹部にロックピンのピン弾性部が嵌め込まれるため
、ロックピンもアバットメント貫通孔に挿入しただけでアバットメントに容易に嵌め込み
固定される。
【００１３】
　さらに、本発明の歯科用インプラントは、前記ロックピンの上部に、取り外し用の雌ね
じ穴が形成されていることを特徴とする。すなわち、この歯科用インプラントでは、ロッ
クピンの上部に、取り外し用の雌ねじ穴が形成されているので、取り外し用の雌ねじ穴に
取り外し用の雄ねじ部材を螺着させ、ピン弾性部の規制よりも強い力で引っ張ることで、
ロックピンを引き抜くことができ、アバットメント及びクランパを取り外すことが可能に
なる。
【００１４】
　また、本発明の歯科用インプラントは、前記クランパ及び前記ロックピンが、前記イン
プラント体及び前記アバットメントよりも高弾性な材料で形成されていることを特徴とす
る。すなわち、この歯科用インプラントでは、クランパ及びロックピンが、インプラント
体及びアバットメントよりも高弾性な材料で形成されているので、高い弾性によって各部
の嵌め込みが容易にかつ確実に行えると共に嵌め込み時に破損等が生じ難い。
【００１５】
　さらに、本発明の歯科用インプラントは、前記クランパ及び前記ロックピンが、チタン
で形成され、前記インプラント体及び前記アバットメントが、セラミックスで形成されて
いることを特徴とする。すなわち、この歯科用インプラントでは、チタン製のクランパ及
びロックピンによって高い弾性で各部嵌め込みが可能になると共に、セラミックス製のイ
ンプラント体及びアバットメントにより高い審美性と生体親和性を得ることができる。
【００１６】
　特に、本発明の歯科用インプラントは、前記インプラント体及び前記アバットメントが
、ジルコニアで形成されていることを特徴とする。すなわち、この歯科用インプラントで
は、インプラント体及びアバットメントがジルコニアで形成されているので、セラミック
スの中でも特に高い機械的強度を得ることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、以下の効果を奏する。
　すなわち、本発明に係る歯科用インプラントによれば、固定用穴内に回転規制状態に挿
入されるクランパが、拡径可能な弾性を有したフランジ部を有し、固定用穴内に、フラン
ジ部が嵌め込み可能なクランパ固定用凹部が形成されているので、ロックピンの押し込み
のみでワンタッチでアバットメントをインプラント体にロックすることができ、取り付け
作業に高度な技量が不要で簡易な装着作業で済むと共に回転方向への緩みが生じず、トル
ク管理等も不要となる。また、弾性が必要なクランパとアバットメントとが別部材であり
、アバットメントをセラミックス等の高硬度な材料で作製することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る歯科用インプラントの一実施形態を、図１から図８を参照しながら
説明する。
【００１９】
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　本実施形態の歯科用インプラント１は、図１から図５に示すように、歯槽骨の穿孔に挿
入されて固定され上部に固定用穴２ａが開口形成されたインプラント体２と、固定用穴２
ａに挿入状態に固定され該固定用穴２ａと同軸のアバットメント貫通孔３ａが形成されて
いるアバットメント３と、該アバットメント３の下端部３ｂに回転規制されて取り付け可
能な略筒状のクランパ４と、アバットメント貫通孔３ａに挿通されかつクランパ４内に圧
入されると共に上部のピン頭部５ａがアバットメント貫通孔３ａに嵌め込み固定可能なロ
ックピン５と、を備えている。
　なお、本実施形態では、インプラント体２側を下側とし、アバットメント３側を上側と
して記載している。
【００２０】
　上記クランパ４及びロックピン５は、金属材料として特にチタンで形成され、上記イン
プラント体２及びアバットメント３は、セラミックス材料であるジルコニアで形成されて
いる。
　すなわち、クランパ４及びロックピン５は、インプラント体２及びアバットメント３よ
りも硬度が低く高弾性な材料で形成されている。
【００２１】
　上記インプラント体２は、下部（先端側）ほど外径が漸次小さくなるやや先細の略円柱
形状とされている。このインプラント体２は、外周に雄ねじ部２ｂが形成され、該雄ねじ
部２ｂが、インプラント体２の軸方向に漸次形状を変化させて形成されている。また、雄
ねじ部２ｂは、先端側がねじ山に切削溝を設けたセルフタップねじ部２ｃとされ、歯槽骨
の穿孔に直接ねじ込み固定が可能になっている。
【００２２】
　上記アバットメント３は、図６の（ａ）に示すように、クランパ４内に嵌め込み可能に
下端部３ｂが横断面六角形状とされている。なお、ここで横断面は、歯科用インプラント
１の長手方向（軸方向）に対して垂直な断面である。また、図８は、図６の（ａ）のＸ－
Ｘ線矢視断面図である。
【００２３】
　上記クランパ４は、横断面多角形状の回り止め外周面４ａを有していると共に、ロック
ピン５が圧入された状態でロックピン５の外周面に押圧されて拡径可能な弾性を有して半
径方向外方に突出したフランジ部４ｂを有している。本実施形態では、回り止め外周面４
ａ及びフランジ部４ｂが横断面略四角形状に形成されている。なお、フランジ部４ｂの内
径は、ロックピン５が押し込められた際の拡径量を考慮して、ロックピン５の先端部の外
径よりも小さく設定されている。
【００２４】
　上記固定用穴２ａ内には、クランパ４の回り止め外周面４ａに対応した横断面多角形状
の回り止め内周面２ｄが形成されていると共に、拡径したフランジ部４ｂが嵌め込み可能
なクランパ固定用凹部２ｅが形成されている。本実施形態では、回り止め内周面２ｄが横
断面略四角形状に形成されている。すなわち、回り止め内周面２ｄは、クランパ４の回り
止め外周面４ａを４面で受けて回転規制する。
【００２５】
　クランパ４の下部に形成されたフランジ部４ｂには、軸方向に沿って複数の第１スリッ
ト部４ｃが形成されている。本実施形態では、周方向に等間隔に４つの第１スリット部４
ｃを形成している。
　また、クランパ４の内周面には、アバットメント３の下端部３ｂが嵌め込み可能な横断
面六角形状のクランパ回り止め部４ｄが形成されている。すなわち、クランパ回り止め部
４ｄは、アバットメント３の下端部３ｂを６面で受けて回転規制する。
【００２６】
　さらに、クランパ４の上部には、軸方向に沿って複数の第２スリット部４ｅが形成され
て、弾性を有して半径方向内側に突出したクランパ側爪部４ｆが形成されている。本実施
形態では、周方向に等間隔に４つの第２スリット部４ｅ及びクランパ側爪部４ｆがそれぞ
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れ形成されている。
　そして、アバットメント３の下端部３ｂの上には、クランパ４に下端部３ｂが嵌め込ま
れた際に上記クランパ側爪部４ｆが嵌め込まれるアバットメント側溝部３ｃが周方向に形
成されている。
【００２７】
　アバットメント３の下部の外周面には、先端に向けて外径が漸次小さくされたテーパー
部３ｄが形成され、固定用穴２ａ内に、テーパー部３ｄに沿って底部に向けて内径が漸次
小さくされたテーパー部受け面２ｆが形成されている。
【００２８】
　ロックピン５の上部には、ピン頭部５ａが設けられ、該ピン頭部５ａには、半径方向外
方に突出していると共にアバットメント貫通孔３ａに挿入された状態で半径方向外方に向
けて付勢するピン弾性部５ｂが一対形成されている。これらピン弾性部５ｂは、ピン頭部
５ａの上端から先端側に向かって延在し、先端部には、半径方向外方に突出したピン側爪
部５ｃが形成されている。
【００２９】
　また、ロックピン５のピン頭部５ａには、軸線を同じくした取り外し用の雌ねじ穴５ｄ
が開口形成されている。該雌ねじ穴５ｄは、例えば基準寸法Ｍ２の雄ねじが螺着可能とさ
れている。
　また、アバットメント貫通孔３ａ内の上部には、下部側よりも内径が大きくされている
と共にロックピン５のピン頭部５ａを収納可能な拡径部３ｅが設けられている。該拡径部
３ｅの底部には、ピン弾性部５ｂのピン側爪部５ｃが嵌め込み可能なピン固定用凹部３ｆ
が周方向に沿って形成されている。
【００３０】
　次に、上記歯科用インプラント１について、インプラント体２へのアバットメント３の
取り付け方法について説明する。
【００３１】
　まず、アバットメント３の下端部３ｂにクランパ４を取り付ける。すなわち、下端部３
ｂをクランパ４の上部から内部に押し込むことで、クランパ４の上部に形成され弾性を有
するクランパ側爪部４ｆが一旦押し広げられた後に、下端部３ｂのアバットメント側溝部
３ｃに嵌め込まれて位置決め及び固定が行われる。また、この際、横断面六角形状の下端
部３ｂがクランパ４内のクランパ回り止め部４ｄに嵌め込まれるため、互いに軸線を中心
とした回転方向への移動が規制される。
【００３２】
　次に、クランパ４が取り付けられた状態でアバットメント３の下部をインプラント体２
の固定用穴２ａ内に、クランパ４のフランジ部４ｂがクランパ固定用凹部２ｅに対向する
位置まで挿入する。なお、アバットメント３のテーパー部３ｄとインプラント体２のテー
パー部受け面２ｆとが接触するまで上記挿入を行うことで、上記位置に位置決めされる。
【００３３】
　さらに、この状態でアバットメント貫通孔３ａ内にロックピン５を押し込む。この際、
ロックピン５の外周面がクランパ４のフランジ部４ｂを押し広げ、拡径させることで、フ
ランジ部４ｂの外周端部がクランパ固定用凹部２ｅ内に嵌め込まれて、軸方向への移動が
規制される。さらに、ロックピン５のピン頭部５ａがアバットメント貫通孔３ａの拡径部
３ｅ内に収納されると共に、ピン弾性部５ｂのピン側爪部５ｃがピン固定用凹部３ｆに嵌
め込まれて軸方向に規制されて、ロックピン５が固定される。
【００３４】
　また、同時に、ロックピン５が押し込められてクランパ４の内側が挿入方向及び半径方
向外方の両方向に押された際、拡径したフランジ部４ｂを支点にしてクランパ４及びアバ
ットメント３を挿入方向に押し下げる力が加わると共に、テーパー部３ｄがテーパー部受
け面２ｆに対して高い密着性をもって密接する。
【００３５】
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　このように本実施形態の歯科用インプラント１では、クランパ４が、横断面多角形状の
回り止め外周面４ａを有していると共に、固定用穴２ａ内に、回り止め外周面４ａに対応
した横断面多角形状の回り止め内周面２ｄが形成されているので、アバットメント３の下
端部３ｂにクランパ４を取り付けて固定用穴２ａに挿入することで回り止め外周面４ａと
回り止め内周面２ｄとが嵌って軸線を中心とした回転方向への回転が規制される。
【００３６】
　また、クランパ４が、ロックピン５が圧入された状態でロックピン５の外周面に押圧さ
れて拡径可能な弾性を有して半径方向外方に突出したフランジ部４ｂを有し、固定用穴２
ａに、拡径したフランジ部４ｂが嵌め込み可能なクランパ固定用凹部２ｅが形成されてい
るので、ロックピン５を押し込むだけでクランパ４のフランジ部４ｂが拡径して固定用穴
２ａのクランパ固定用凹部２ｅに嵌め込まれ、軸方向への移動が規制される。さらに、押
し込んだロックピン５は、上部がアバットメント貫通孔３ａに嵌め込まれてアバットメン
ト３に固定される。
【００３７】
　したがって、ロックピン５の押し込みのみでワンタッチでアバットメント３をインプラ
ント体２にロックすることができ、取り付け作業に高度な技量が不要で簡易な装着作業で
済む。また、ネジ締結を使用せず、嵌め込みによって各部材を固定すると共に位置決め及
び移動規制を行っているので、回転方向へのがたつき等の緩みが生じないと共にトルク管
理等も不要である。さらに、拡径させるために一定の弾性が必要なクランパ４がアバット
メント３と別部材としてアバットメント３の下端部３ｂに取り付け可能であるため、アバ
ットメント３をセラミックス等の高硬度な材料で作製することが可能になる。
【００３８】
　また、軸方向に沿って複数の第１スリット部４ｃが形成されているので、複数の第１ス
リット部４ｃによってフランジ部４ｂの弾性が高くなり、より大きく拡径し易くなり、ク
ランパ固定用凹部２ｅへの嵌め込み量が大きくなってさらに安定した移動規制を行うこと
ができる。
　さらに、固定用穴２ａ内に、アバットメント３のテーパー部３ｄに沿って底部に向けて
内径が漸次小さくされたテーパー部受け面２ｆが形成されているので、ロックピン５を押
し込んだ際にアバットメント３が挿入方向に押し下げられてテーパー部３ｄがテーパー部
受け面２ｆに密接することで、高い密着性を得ることができる。
【００３９】
　また、ロックピン５をアバットメント貫通孔３ａに挿入した際に、アバットメント貫通
孔３ａ内の拡径部３ｅに形成されたピン固定用凹部３ｆにロックピン５のピン弾性部５ｂ
が嵌め込まれるため、ロックピン５もアバットメント貫通孔３ａに挿入しただけでアバッ
トメント３に容易に嵌め込み固定される。
　また、ロックピン５のピン頭部５ａに、取り外し用の雌ねじ穴５ｄが開口形成されてい
るので、取り外し用の雌ねじ穴５ｄに取り外し用の雄ねじ部材を螺着させ、ピン弾性部５
ｂの規制よりも強い力で引っ張ることで、ロックピン５を引き抜くことができ、アバット
メント３及びクランパ４を取り外すことが可能になる。
【００４０】
　また、クランパ４及びロックピン５が、インプラント体２及びアバットメント３よりも
高弾性で低硬度な材料で形成されているので、高い弾性によって各部の嵌め込みが容易に
かつ確実に行えると共に嵌め込み時に破損等が生じ難い。特に、チタン製のクランパ４及
びロックピン５によって高い弾性で各部嵌め込みが可能になると共に、セラミックス製の
インプラント体２及びアバットメント３により高い審美性と生体親和性を得ることができ
る。さらに、インプラント体２及びアバットメント３がジルコニアで形成されているので
、セラミックスの中でも特に高い機械的強度を得ることができる。
【００４１】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る歯科用インプラントの一実施形態において、歯科用インプラントを
示す正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図３】本実施形態において、歯科用インプラントを示す分解斜視図である。
【図４】本実施形態において、歯科用インプラントを示す図３とは異なる方向から見た分
解斜視図である。
【図５】本実施形態において、歯科用インプラントを示す図３及び図４とは異なる方向か
ら見た分解斜視図である。
【図６】図１及び図２のＤ－Ｄ線矢視断面図、Ｃ－Ｃ線矢視断面図及びＢ－Ｂ線矢視断面
図である。
【図７】図１及び図２のＥ－Ｅ線矢視断面図、Ｆ－Ｆ線矢視断面図及びＧ－Ｇ線矢視断面
図である。
【図８】図６の（ａ）のＸ－Ｘ線矢視断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１…歯科用インプラント、２…インプラント体、２ａ…固定用穴、２ｄ…回り止め内周
面、２ｅ…クランパ固定用凹部、２ｆ…テーパー部受け面、３…アバットメント、３ａ…
アバットメント貫通孔、３ｂ…アバットメントの下端部、３ｄ…テーパー部、３ｆ…ピン
固定用凹部、４…クランパ、４ａ…回り止め外周面、４ｂ…フランジ部、４ｃ…第１スリ
ット部、５…ロックピン、５ａ…ピン頭部、５ｂ…ピン弾性部、５ｄ…取り外し用の雌ね
じ穴

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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